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告 示

愛知県告示第２２７号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第６０条の規定に基づき、平成２２年３月２６日次の地方卸売市場の廃止を許
可した。
平成２２年３月２６日

愛知県知事 神 田 真 秋

○

○

�

発行／愛知県 編集／総務部法務文書課 （毎週火・金曜日発行）

許 可 番 号 地方卸売市場の
名称 地方卸売市場の位置 取 扱 品 目 開設者の名称 廃 止 予 定 日

４９経流４２－
１

株式会社花兼花き
地方卸売市場

名古屋市中区松原一丁目
１６－２５ 花き 株式会社花兼花き

地方卸売市場 平成２２年３月３１日

４９経流４２－
２

株式会社細野花き
地方卸売市場

名古屋市中区松原二丁目
９－７ 花き 株式会社細野花き

地方卸売市場 平成２２年３月３１日

４９経流４２－
４

株式会社名古正花
き地方卸売市場

名古屋市中区松原一丁目
９－２４ 花き 株式会社名古正花

き地方卸売市場 平成２２年３月３１日

４９経流４２－
５

地方卸売市場ヤマ
ヱ生花市場株式会
社

名古屋市中区松原一丁目
８－１３ 花き

地方卸売市場ヤマ
ヱ生花市場株式会
社

平成２２年３月３１日

４９経流４２－
６

株式会社福花園花
き地方卸売市場

名古屋市中区松原二丁目
９－２０ 花き 株式会社福花園花

き地方卸売市場 平成２２年３月３１日

平成２２年３月２６日 金曜日 愛 知 県 公 報 第２６６４ 別冊３号 １



愛知県告示第２２８号
愛知県地方卸売市場条例（昭和４６年愛知県条例第５３号）第１２条の規定に基づき、次の卸売業者から卸売業
務を廃止する旨の届出があった。
平成２２年３月２６日

愛知県知事 神 田 真 秋

愛知県告示第２２９号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定に基づき、ブルセラ病検査、結核病検査、
ヨーネ病検査、馬伝染性貧血検査、家きんサルモネラ感染症（ひな白痢）検査、オーエスキー病検査、豚流
行性下痢検査、豚繁殖・呼吸障害症候群検査、伝染性胃腸炎検査、牛の伝達性海綿状脳症検査、めん羊及び

そ

山羊の伝達性海綿状脳症検査、豚コレラ検査、みつばち腐蛆病検査、アカバネ病検査、チュウザン病検査、ア
イノウイルス感染症検査、イバラキ病検査、牛流行熱検査並びに高病原性鳥インフルエンザ検査を次のよう
に実施する。
平成２２年３月２６日

愛知県知事 神 田 真 秋
１ 実施の目的
ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、馬伝染性貧血、家きんサルモネラ感染症（ひな白痢）、オーエスキー病、
豚流行性下痢、豚繁殖・呼吸障害症候群、伝染性胃腸炎、牛の伝達性海綿状脳症、めん羊及び山羊の伝達

そ

性海綿状脳症、豚コレラ並びにみつばち腐蛆病の発生予防並びにアカバネ病、チュウザン病、アイノウイ
ルス感染症、イバラキ病、牛流行熱及び高病原性鳥インフルエンザの発生予察
２ 実施する区域、実施の対象となる家畜又はその死体の種類及び範囲、実施の期日並びに検査の方法

卸売業者の名称 許 可 番 号 卸売業務を行う地
方卸売市場の名称

卸 売 業 務 を 行 う
地方卸売市場の位置

取 扱 品 目
の 部 類 廃 止 予 定 日

株式会社花兼花き
地方卸売市場

４９経流４３－
１

株式会社花兼花き地
方卸売市場

名古屋市中区松原一丁目
１６－２５ 花き部 平成２２年３月３１日

株式会社細野花き
地方卸売市場

４９経流４３－
２

株式会社細野花き地
方卸売市場

名古屋市中区松原二丁目
９－７ 花き部 平成２２年３月３１日

株式会社名古正花
き地方卸売市場

４９経流４３－
４

株式会社名古正花き
地方卸売市場

名古屋市中区松原一丁目
９－２４ 花き部 平成２２年３月３１日

地方卸売市場ヤマ
ヱ生花市場株式会
社

４９経流４３－
５

地方卸売市場ヤマヱ
生花市場株式会社

名古屋市中区松原一丁目
８－１３ 花き部 平成２２年３月３１日

株式会社福花園花
き地方卸売市場

４９経流４３－
６

株式会社福花園花き
地方卸売市場

名古屋市中区松原二丁目
９－２０ 花き部 平成２２年３月３１日

検査の種類 実 施 す る 区 域 実施の対象となる家畜又は
その死体の種類及び範囲 実 施 の 期 日 検査の方法

ブルセラ病検
査

名古屋市、豊橋市、岡崎市、
瀬戸市、半田市の一部、春日
井市、安城市、西尾市、常滑
市、新城市、知多市、知立市、
豊明市、日進市、みよし市、
愛知郡、知多郡東浦町及び南
知多町、額田郡並びに北設楽
郡の区域

� 搾乳の用に供し、又は供
する目的で飼育しており、
愛知県内で本検査を受検し
ていない雌牛
� その他家畜保健衛生所長
が必要と認める牛

平成２２年４月１日から平成２３
年３月３１日までの間において
当該区域を所管する家畜保健
衛生所長がそれぞれ指定する
日

家畜伝染病予防
法施行規則（昭
和２６年農林水産
省令第３５号）別
表第一による検
査の方法

上欄の区域を除く愛知県全域家畜保健衛生所長が必要と認める牛

結核病検査
名古屋市、豊橋市、岡崎市、
瀬戸市、半田市の一部、春日
井市、安城市、西尾市、常滑
市、新城市、知多市、知立市、
豊明市、日進市、みよし市、
愛知郡、知多郡東浦町及び南
知多町、額田郡並びに北設楽
郡の区域

� 搾乳の用に供し、又は供
する目的で飼育しており、
愛知県内で本検査を受検し
ていない雌牛
� その他家畜保健衛生所長
が必要と認める牛

同 同

上欄の区域を除く愛知県全域家畜保健衛生所長が必要と認める牛

ヨーネ病検査
名古屋市、豊橋市、岡崎市、
瀬戸市、半田市の一部、春日
井市、安城市、西尾市、常滑
市、新城市、知多市、知立市、
豊明市、日進市、みよし市、
愛知郡、知多郡東浦町及び南
知多町、額田郡並びに北設楽
郡の区域

� 搾乳の用に供し、又は供
する目的で飼育している雌
牛
� �の牛と同居し、繁殖の
用に供し、又は供する目的
で飼育している肉用雌牛
� その他家畜保健衛生所長
が必要と認める牛

同 同

上欄の区域を除く愛知県全域家畜保健衛生所長が必要と認める牛

２ 平成２２年３月２６日 金曜日 愛 知 県 公 報 第２６６４ 別冊３号



備考 実施する区域の欄に掲げる区域は、平成２２年４月１日における行政区画によって表示されたものとする。
３ その他
オーエスキー病検査、豚流行性下痢検査、豚繁殖・呼吸障害症候群検査、伝染性胃腸炎検査、めん羊及
び山羊の伝達性海綿状脳症検査、豚コレラ検査、アカバネ病検査、チュウザン病検査、アイノウイルス感
染症検査、イバラキ病検査、牛流行熱検査並びに高病原性鳥インフルエンザ検査については、愛知県手数
料条例（平成１２年愛知県条例第２０号）第３条の規定に基づく手数料を徴収しない。

愛知県告示第２３０号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の規定による届出を審査した結果、豊浜加入
区について、同法第１１２条第１項の規定による同意があったものと認めた。
平成２２年３月２６日

愛知県知事 神 田 真 秋

愛知県告示第２３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は、公示の日から１箇月間愛知県建設部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成２２年３月２６日

愛知県知事 神 田 真 秋

馬伝染性貧血
検査

愛知県全域
� 競走の用に供し、又は供
する目的で飼育している馬
� その他家畜保健衛生所長
が必要と認める馬

同 同

家きんサルモ
ネラ感染症
（ひ な 白 痢）
検査

同 種鶏 同 凝集反応検査

オーエスキー
病検査

同 家畜保健衛生所長が必要と認
める豚

同
臨 床 検 査、ラ
テックス凝集反
応検査、エライ
ザ法検査及び中
和試験

豚流行性下痢
検査 同 同 同 臨床検査及び中

和試験
豚繁殖・呼吸
障害症候群検
査

同 同 同
臨床検査、間接
蛍光抗体法及び
エライザ法検査

伝染性胃腸炎
検査 同 同 同

臨床検査、蛍光
抗体法及び中和
試験

牛の伝達性海
綿状脳症検査

同
牛海綿状脳症対策特別措置法
（平成１４年法律第７０号）第６
条第１項に基づく届出のあっ
た牛

平成２２年４月１日から平成２３
年３月３１日までの間

家畜伝染病予防
法施行規則別表
第一による検査
の方法

めん羊及び山
羊の伝達性海
綿状脳症検査

同 １２か月齢以上で死亡しためん
羊及び山羊 同 同

豚コレラ検査 同 家畜保健衛生所長が必要と認
める豚

平成２２年４月１日から平成２３
年３月３１日までの間において
当該区域を所管する家畜保健
衛生所長がそれぞれ指定する
日

臨床検査、エラ
イザ法検査及び
中和試験

そ

みつばち腐蛆
病検査

同 みつばち 同
肉眼的検査、脱
脂乳による試験
及び細菌学的検
査

アカバネ病検
査 同 家畜保健衛生所長が必要と認

める未越夏牛 同 臨床検査及び中
和試験

チュウザン病
検査 同 同 同 同

アイノウイル
ス感染症検査 同 同 同 同

イバラキ病検
査 同 同 同 同

牛流行熱検査 同 同 同 同

高病原性鳥イ
ンフルエンザ
検査

同
家畜保健衛生所長が必要と認
める家きん（原則として飼養
羽数１００羽以上（だちょうにつ
いては、１０羽以上）の家きん
農場で飼養する家きん）

同 臨床検査、寒天
ゲル内沈降反応
検査及びウイル
ス分離検査

平成２２年３月２６日 金曜日 愛 知 県 公 報 第２６６４ 別冊３号 ３



備考 Ａ、Ｂ及びＣは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。

愛知県告示第２３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は、公示の日から１箇月間愛知県建設部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成２２年３月２６日

愛知県知事 神 田 真 秋

公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立
の認証の申請があったので、次のとおり公告する。
なお、関係書類は、申請のあった日から２月間愛知県県民生活部社会活動推進課（愛知県女性総合センター）
において縦覧に供する。
平成２２年３月２６日

愛知県知事 神 田 真 秋
１� 申請のあった年月日

道路の
種 類 路 線 名

道 路 の 区 域
新旧
別 区 間 敷地の幅員 延 長

一般国道１５１号 旧 新城市八束穂字細ツブラ２５７番８地先から同大宮字井戸ノ本
１９番２地先まで

ｍ
２５.０～６５.０

�
１.５９７

新 同 ２５.０～６５.０ １.５９７

県 道岡崎西尾線 旧 安城市小川町金政６１番１地先から同６９番１地先まで １６.２～２８.０ ０.１６６

新 同 １６.２～３８.６ ０.１６６

名古屋岡崎線 旧 豊田市花園町南大切５７番地先から同吉原町西藤池３５番１地
先まで ６０.０～２６６.０ １.２８６

新 同 １７.５～７５.０ １.２８６

幸田石井線 旧
安城市小川町志茂２３０番地先から同御林６２番１地先まで
安城市小川町御林６６番１地先から同姫小川町遠見塚１４１番３
地先まで

Ａ １１.７～３５.２
Ｃ ２０.０～２７.０

０.３８６
０.２５５

新 同 Ｂ １６.８～３７.０
Ｃ ２０.０～３５.８

０.４２８
０.２５５

西尾小川線 旧 安城市小川町清水道５番１地先から同金政５９番１地先まで １１.７～２１.８ ０.３３７

新 安城市小川町清水道５番１地先から同金政１１０番２地先まで １４.０～２９.０ ０.０６７

道路の
種 類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

一般国道１５１号 新城市八束穂字北沢９５番３地先から同大宮字井戸ノ本１９番２地先まで 平成２２年３月２６日
午後３時

県 道岡崎西尾線 安城市小川町金政６１番１地先から同６９番１地先まで 平成２２年３月２７日

名古屋岡崎線 豊田市花園町石根３０番１地先から同吉原町平子２６番７８地先まで 平成２２年３月２９日

豊田市生駒町立入３５番１地先から同高丘新町天王８３番１地先まで

幸田石井線 安城市小川町志茂２３０番地先から同姫小川町遠見塚１４４番１地先まで 平成２２年３月２７日

西尾小川線 安城市小川町清水道５番１地先から同金政１１０番２地先まで

半田環状線 半田市岩滑西町二丁目１２３番１地先から同岩滑西町一丁目１３番１地先まで平成２２年３月２９日

４ 平成２２年３月２６日 金曜日 愛 知 県 公 報 第２６６４ 別冊３号



平成２２年２月２６日
� 申請に係る特定非営利活動法人の名称等
ア 名称
特定非営利活動法人中日本福祉振興会

イ 代表者の氏名
松波 弘子

ウ 主たる事務所の所在地
名古屋市中村区那古野一丁目３９番３号 さくらＨＩＬＬＳ ＷＥＳＴ９０１

エ 定款に記載された目的
この法人は、障害者及びその家族に対して、障害者及びその家族に対しての、日常生活・就労等に
ついての支援に関する事業、障害者の福祉の増進のための活動を行う個人・団体に対しての協力・支
援に関する事業を行い、地域社会における障害者の福祉の増進と雇用機会の拡充を図り、広く公益に
寄与することを目的とする。

２� 申請のあった年月日
平成２２年２月２７日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称等
ア 名称
特定非営利活動法人賃貸借契約適正化推進協議会

イ 代表者の氏名
石原 睦鋭

ウ 主たる事務所の所在地
一宮市三条字郷南東４７番地８

エ 定款に記載された目的
この法人は、住居等の賃貸借を行うものに対して、入退去時等における敷金等の適正な処理が行わ
れるよう、賃貸契約の運用適正化に関する事業を行い、敷金返還問題等に係る問題の改善や解決を図
り、住居等の賃貸物件・契約に関わる全ての人々のモラルの向上と保護・育成・健全化の増進に寄与
することを目的とする。

３� 申請のあった年月日
平成２２年２月２７日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称等
ア 名称
特定非営利活動法人地域防犯支援センター中部

イ 代表者の氏名
都竹 則一

ウ 主たる事務所の所在地
名古屋市中川区露橋一丁目８番１３号 新星ビル１階

エ 定款に記載された目的
この法人は、地域住民及び犯罪被害者又は犯罪者に対して、各種防犯支援活動及び犯罪関係者の自
立支援活動に関する事業を行い、地域住民の日常生活の安全維持及び犯罪被害者の支援、犯罪者の更
生に係る諸問題の改善及び解決を図り、安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とす
る。

４� 申請のあった年月日
平成２２年２月２８日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称等
ア 名称
特定非営利活動法人新しく矢田川花火を進める会

イ 代表者の氏名
秋山 知弘

ウ 主たる事務所の所在地
名古屋市北区彩紅橋通１丁目７番地

エ 定款に記載された目的
この法人は、もう一度矢田川花火を見たいと願う人に対して、新しい矢田川花火の実現に関する事
業を行い、新しい矢田川花火の実現を願いながら、活動方法が分からなかった人々に係る問題の改善
や解決を図り、目的達成意識の向上と新しい矢田川花火を実現する事により、観客へ感動を与え、心
に「ゆとり」を持つ事や、地域社会での交流を深めることにより、地域活性の増進、また定期的に清
掃を徹底する事により矢田川周辺の環境保全にも寄与することを目的とする。

５� 申請のあった年月日
平成２２年３月４日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称等
ア 名称
特定非営利活動法人ソレイユ
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イ 代表者の氏名
二橋 佳奈

ウ 主たる事務所の所在地
豊橋市東細谷町字一里山９０－４５４

エ 定款に記載された目的
この法人は援助の必要な障害者（児）やその家族、その他の人々に対して、社会生活自立支援に関
する事業と個々人の保健、医療の増進に関する情報収集及び啓蒙活動を行い福祉の増進に寄与し、人々
が健全に共生できる社会づくりを目的とする。

６� 申請のあった年月日
平成２２年３月５日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称等
ア 名称
特定非営利活動法人らいふ

イ 代表者の氏名
加藤 光正

ウ 主たる事務所の所在地
豊橋市西岩田六丁目１５番地３号

エ 定款に記載された目的
この法人は、生活弱者（高齢者・障害者等）に対して、地域生活での介護をとおして、地域で生活
する喜びを感じていただくために、福祉の啓発・相談・支援をし、地域全体としての弱者（高齢者・
障害者等）に対する地域福祉の構築に寄与することを目的とする。

７� 申請のあった年月日
平成２２年３月５日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称等
ア 名称
特定非営利活動法人マムズ・クリエイト

イ 代表者の氏名
伊神美由紀

ウ 主たる事務所の所在地
一宮市

エ 定款に記載された目的
この法人は、多様化した家庭環境の中で女性が自律し、社会の中で自立していくために、個々の価
値観に合わせたワークライフバランスの形成、女性の自立の過程を支援する活動を行なう。特に子育
て中のママが「私らしく、子どもと一緒に楽しむ暮らし」を実現できる地域づくりと環境の醸成、誰
もが平等に持つ幸せに暮らす権利、私らしく生きると言う基本的な個人の尊重と自由の権利を行使で
きる社会づくりを目的とする。

８� 申請のあった年月日
平成２２年３月７日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称等
ア 名称
特定非営利活動法人発達障がい児を支援する会「ひなた」

イ 代表者の氏名
笹野眞智子

ウ 主たる事務所の所在地
愛知郡東郷町白鳥三丁目１７番地２８

エ 定款に記載された目的
この法人は、発達障がい児とその保護者及び支援者に対して、支援を行うための知識や技術の向上、
獲得に関する事業を行い、発達障がい児の不適応行動に係る問題の改善や解決を図り、発達障がい児
の理解の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第１１条の規定
により、次のように落札者等について公示します。
平成２２年３月２６日

愛知県知事 神 田 真 秋
［契約担当部局の名称及び所在地］
愛知芸術文化センター 名古屋市東区東桜一丁目１３－２
［掲載順序］
�物品等又は特定役務の名称及び数量 �落札者又は随意契約の相手方を決定した日 �落札者又は随意
契約の相手方の住所及び氏名 �落札金額又は随意契約に係る契約金額 �契約の相手方を決定した手続
�入札公告を行った日
�愛知芸術文化センター清掃業務 一式 �平成２２年３月１日 �名古屋市中区栄２－１１－７ 愛知県ビ
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ルメンテナンス協同組合 �６２,１５５,８００円 �一般競争入札 �平成２２年１月１５日

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第５条第１項の規定により大規模小売
店舗の新設の届出があった。
なお、法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の
保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４箇月以内に限り、愛知県に対
し意見書の提出により意見を述べることができる。
平成２２年３月２６日

愛知県知事 神 田 真 秋
１ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
三菱ＵＦＪリース株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
代表取締役 小幡 尚孝

２ 大規模小売店舗の名称及び所在地
（仮称）ユニクロ長久手店
愛知郡長久手町長湫南部土地区画整理５０街区１

３ 大規模小売店舗の新設をする日
平成２２年１１月３日

４ 大規模小売店舗の概要

５ 届出の日
平成２２年３月２日

６ 届出等の縦覧場所
愛知県産業労働部商業流通課（名古屋市中区三の丸三丁目１－２）

７ 届出等の縦覧の期間及び時間
平成２２年３月２６日（金）から平成２２年７月２６日（月）まで（休日を除く。）の午前９時から午後５時３０分
まで
８ 意見書の提出期限及び提出先
平成２２年７月２６日（月）
愛知県産業労働部商業流通課

届 出 事 項 概 要

小売業を
行う者

氏 名 又 は 名 称 株式会社ファーストリテイリング

代 表 者 の 氏 名 代表取締役 柳井 正

住 所 山口県山口市佐山７１７－１

そ の 他 小 売 業 を 行 う 者 なし

店 舗 面 積 の 合 計 １,４９７㎡

施設の配
置に関す
る事項

駐 車 場
位 置 縦覧による

収容台数 １１１台

駐 輪 場
位 置 縦覧による

収容台数 ２４台

荷 さ ば き 施 設
位 置 縦覧による

面 積 ２８㎡

廃棄物等の保管施
設

位 置 縦覧による

容 量 １９�

小売業を行う者の開店時刻
午前１１時（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第
１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）午前１０時並びに年間２日
午前９時）

小売業を行う者の閉店時刻 午後８時（年間２日午後９時４５分）
施設の運
営方法に
関する事
項

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前１０時３０分（休日午前９時３０分及び年間２日午前８時３０分）から午後８
時３０分（年間２日午後１０時）まで

駐車場の自動車の
出入口

数 ３箇所

位 置 縦覧による
荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯 午前９時（休日午前８時及び年間２日午前７時）から午後８時まで
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大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により大規模小売
店舗の変更の届出があった。
なお、法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の
保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４箇月以内に限り、愛知県に対
し意見書の提出により意見を述べることができる。
平成２２年３月２６日

愛知県知事 神 田 真 秋
１� 大規模小売店舗を新設する者又は設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表
者の氏名
株式会社三心
岐阜県岐阜市精華一丁目１５６番地
代表取締役 中島 稔夫

� 大規模小売店舗の名称及び所在地
スーパー三心江南店
江南市野白町野白４６ほか７筆

� 大規模小売店舗の変更の日
平成２２年３月８日

� 大規模小売店舗の変更の事項及び概要

� 大規模小売店舗の変更の理由
大規模小売店舗の所在地変更及び未定小売業者の一部決定のため。

� 届出の日
平成２２年３月８日

� 届出等の縦覧場所
愛知県産業労働部商業流通課（名古屋市中区三の丸三丁目１－２）

� 届出等の縦覧の期間及び時間
平成２２年３月２６日（金）から平成２２年７月２６日（月）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法
律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時３０分まで
	 意見書の提出期限及び提出先
平成２２年７月２６日（月）
愛知県産業労働部商業流通課

２� 大規模小売店舗を新設する者又は設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表
者の氏名
合同会社西友
東京都北区赤羽二丁目１番１号
職務執行者 野田 亨

� 大規模小売店舗の名称及び所在地
ピアタウン
一宮市今伊勢町本神戸立切１－３

� 大規模小売店舗の変更の日
平成２２年２月１日

� 大規模小売店舗の変更の事項及び概要

届 出 事 項 変 更 前 変 更 後

大規模小売店舗の名称及び所在地 スーパー三心江南店
江南市野白町野白４６ほか３筆

スーパー三心江南店
江南市野白町野白４６ほか７筆

小売業を
行う者

氏 名 又 は 名 称 株式会社三心 変更前に同じ

代 表 者 の 氏 名 代表取締役 中島 稔夫 同

住 所 岐阜県岐阜市精華一丁目１５６番地 同

そ の 他 小 売 業 を 行 う 者 ３名（縦覧による） ３名（縦覧による）

届 出 事 項 変 更 前 変 更 後

大規模小
売店舗を
新設する
者又は設
置してい
る者

氏 名 又 は 名 称 合同会社西友 変更前に同じ

代 表 者 の 氏 名 職務執行者 エドワード・ジェーム
ズ・カレジェッスキー 職務執行者 野田 亨

住 所 東京都北区赤羽二丁目１番１号 変更前に同じ
その他大規模小売店舗を新設
する者又は設置している者 なし 同

小売業を
行う者

氏 名 又 は 名 称 合同会社西友 同

代 表 者 の 氏 名 職務執行者 エドワード・ジェーム
ズ・カレジェッスキー 職務執行者 野田 亨

住 所 東京都北区赤羽二丁目１番１号 変更前に同じ
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� 大規模小売店舗の変更の理由
建物設置者及び小売業者の代表者変更のため。

� 届出の日
平成２２年３月９日

� 届出等の縦覧場所
愛知県産業労働部商業流通課（名古屋市中区三の丸三丁目１－２）

� 届出等の縦覧の期間及び時間
平成２２年３月２６日（金）から平成２２年７月２６日（月）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法
律に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時３０分まで
� 意見書の提出期限及び提出先
平成２２年７月２６日（月）
愛知県産業労働部商業流通課

３� 大規模小売店舗を新設する者又は設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表
者の氏名
合同会社西友
東京都北区赤羽二丁目１番１号
職務執行者 野田 亨

� 大規模小売店舗の名称及び所在地
西友瀬戸店
瀬戸市西寺山町１８番地ほか

� 大規模小売店舗の変更の日
平成２２年２月１日

	 大規模小売店舗の変更の事項及び概要

� 大規模小売店舗の変更の理由
建物設置者及び小売業者の代表者変更のため。

� 届出の日
平成２２年３月９日

� 届出等の縦覧場所
愛知県産業労働部商業流通課（名古屋市中区三の丸三丁目１－２）

� 届出等の縦覧の期間及び時間
平成２２年３月２６日（金）から平成２２年７月２６日（月）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法
律に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時３０分まで
� 意見書の提出期限及び提出先
平成２２年７月２６日（月）
愛知県産業労働部商業流通課

４� 大規模小売店舗を新設する者又は設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表
者の氏名
合同会社西友
東京都北区赤羽二丁目１番１号
職務執行者 野田 亨

� 大規模小売店舗の名称及び所在地
西友松河戸店
春日井市松河戸土地区画整理事業地内２１街区１画地ほか

� 大規模小売店舗の変更の日
平成２２年２月１日

そ の 他 小 売 業 を 行 う 者 なし 同

届 出 事 項 変 更 前 変 更 後

大規模小
売店舗を
新設する
者又は設
置してい
る者

氏 名 又 は 名 称 合同会社西友 変更前に同じ

代 表 者 の 氏 名 職務執行者 エドワード・ジェーム
ズ・カレジェッスキー 職務執行者 野田 亨

住 所 東京都北区赤羽二丁目１番１号 変更前に同じ
その他大規模小売店舗を新設
する者又は設置している者 なし 同

小売業を
行う者

氏 名 又 は 名 称 合同会社西友 同

代 表 者 の 氏 名 職務執行者 エドワード・ジェーム
ズ・カレジェッスキー 職務執行者 野田 亨

住 所 東京都北区赤羽二丁目１番１号 変更前に同じ

そ の 他 小 売 業 を 行 う 者 なし 同
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� 大規模小売店舗の変更の事項及び概要

� 大規模小売店舗の変更の理由
建物設置者及び小売業者の代表者変更のため。

� 届出の日
平成２２年３月９日

� 届出等の縦覧場所
愛知県産業労働部商業流通課（名古屋市中区三の丸三丁目１－２）

� 届出等の縦覧の期間及び時間
平成２２年３月２６日（金）から平成２２年７月２６日（月）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法
律に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時３０分まで
� 意見書の提出期限及び提出先
平成２２年７月２６日（月）
愛知県産業労働部商業流通課

５� 大規模小売店舗を新設する者又は設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表
者の氏名
合同会社西友
東京都北区赤羽二丁目１番１号
職務執行者 野田 亨

� 大規模小売店舗の名称及び所在地
ウールプラザ江南
江南市村久野町鳥附４４－１ほか

	 大規模小売店舗の変更の日
平成２２年２月１日

� 大規模小売店舗の変更の事項及び概要

� 大規模小売店舗の変更の理由
建物設置者及び小売業者の代表者変更のため。

� 届出の日
平成２２年３月９日

� 届出等の縦覧場所
愛知県産業労働部商業流通課（名古屋市中区三の丸三丁目１－２）

� 届出等の縦覧の期間及び時間
平成２２年３月２６日（金）から平成２２年７月２６日（月）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法
律に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時３０分まで

届 出 事 項 変 更 前 変 更 後

大規模小
売店舗を
新設する
者又は設
置してい
る者

氏 名 又 は 名 称 合同会社西友 変更前に同じ

代 表 者 の 氏 名 職務執行者 エドワード・ジェーム
ズ・カレジェッスキー 職務執行者 野田 亨

住 所 東京都北区赤羽二丁目１番１号 変更前に同じ
その他大規模小売店舗を新設
する者又は設置している者 なし 同

小売業を
行う者

氏 名 又 は 名 称 合同会社西友 同

代 表 者 の 氏 名 職務執行者 エドワード・ジェーム
ズ・カレジェッスキー 職務執行者 野田 亨

住 所 東京都北区赤羽二丁目１番１号 変更前に同じ

そ の 他 小 売 業 を 行 う 者 なし 同

届 出 事 項 変 更 前 変 更 後

大規模小
売店舗を
新設する
者又は設
置してい
る者

氏 名 又 は 名 称 合同会社西友 変更前に同じ

代 表 者 の 氏 名 職務執行者 エドワード・ジェーム
ズ・カレジェッスキー 職務執行者 野田 亨

住 所 東京都北区赤羽二丁目１番１号 変更前に同じ
その他大規模小売店舗を新設
する者又は設置している者 なし 同

小売業を
行う者

氏 名 又 は 名 称 合同会社西友 同

代 表 者 の 氏 名 職務執行者 エドワード・ジェーム
ズ・カレジェッスキー 職務執行者 野田 亨

住 所 東京都北区赤羽二丁目１番１号 変更前に同じ

そ の 他 小 売 業 を 行 う 者 なし 同
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� 意見書の提出期限及び提出先
平成２２年７月２６日（月）
愛知県産業労働部商業流通課

６� 大規模小売店舗を新設する者又は設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表
者の氏名
合同会社西友
東京都北区赤羽二丁目１番１号
職務執行者 野田 亨

� 大規模小売店舗の名称及び所在地
西友味岡店
小牧市大字小松寺字下仲田

� 大規模小売店舗の変更の日
平成２２年２月１日

� 大規模小売店舗の変更の事項及び概要

� 大規模小売店舗の変更の理由
建物設置者及び小売業者の代表者変更のため。

� 届出の日
平成２２年３月９日

� 届出等の縦覧場所
愛知県産業労働部商業流通課（名古屋市中区三の丸三丁目１－２）

	 届出等の縦覧の期間及び時間
平成２２年３月２６日（金）から平成２２年７月２６日（月）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法
律に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時３０分まで
� 意見書の提出期限及び提出先
平成２２年７月２６日（月）
愛知県産業労働部商業流通課

７� 大規模小売店舗を新設する者又は設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表
者の氏名
合同会社西友
東京都北区赤羽二丁目１番１号
職務執行者 野田 亨

� 大規模小売店舗の名称及び所在地
西友豊山店
西春日井郡豊山町大字豊場字神戸３１－５ほか

� 大規模小売店舗の変更の日
平成２２年２月１日

� 大規模小売店舗の変更の事項及び概要

届 出 事 項 変 更 前 変 更 後

大規模小
売店舗を
新設する
者又は設
置してい
る者

氏 名 又 は 名 称 合同会社西友 変更前に同じ

代 表 者 の 氏 名 職務執行者 エドワード・ジェーム
ズ・カレジェッスキー 職務執行者 野田 亨

住 所 東京都北区赤羽二丁目１番１号 変更前に同じ
その他大規模小売店舗を新設
する者又は設置している者 なし 同

小売業を
行う者

氏 名 又 は 名 称 合同会社西友 同

代 表 者 の 氏 名 職務執行者 エドワード・ジェーム
ズ・カレジェッスキー 職務執行者 野田 亨

住 所 東京都北区赤羽二丁目１番１号 変更前に同じ

そ の 他 小 売 業 を 行 う 者 なし 同

届 出 事 項 変 更 前 変 更 後

大規模小
売店舗を
新設する
者又は設
置してい
る者

氏 名 又 は 名 称 合同会社西友 変更前に同じ

代 表 者 の 氏 名 職務執行者 エドワード・ジェーム
ズ・カレジェッスキー 職務執行者 野田 亨

住 所 東京都北区赤羽二丁目１番１号 変更前に同じ
その他大規模小売店舗を新設
する者又は設置している者 なし 同

小売業を
行う者

氏 名 又 は 名 称 合同会社西友 同

代 表 者 の 氏 名 職務執行者 エドワード・ジェーム
ズ・カレジェッスキー 職務執行者 野田 亨
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� 大規模小売店舗の変更の理由
建物設置者及び小売業者の代表者変更のため。

� 届出の日
平成２２年３月９日

� 届出等の縦覧場所
愛知県産業労働部商業流通課（名古屋市中区三の丸三丁目１－２）

� 届出等の縦覧の期間及び時間
平成２２年３月２６日（金）から平成２２年７月２６日（月）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法
律に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時３０分まで
� 意見書の提出期限及び提出先
平成２２年７月２６日（月）
愛知県産業労働部商業流通課

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定により大規模小売
店舗の変更の届出があった。
なお、法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の
保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４箇月以内に限り、愛知県に対
し意見書の提出により意見を述べることができる。
平成２２年３月２６日

愛知県知事 神 田 真 秋
１ 大規模小売店舗を新設する者又は設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者
の氏名
株式会社三心
岐阜県岐阜市精華一丁目１５６番地
代表取締役 中島 稔夫

２ 大規模小売店舗の名称及び所在地
スーパー三心江南店
江南市野白町野白４６ほか７筆

３ 大規模小売店舗の変更の日
平成２２年３月１７日

４ 大規模小売店舗の変更しようとする事項及び概要

５ 大規模小売店舗の変更の理由
多様化するお客様のライフスタイルとニーズに対応するため。

６ 届出の日
平成２２年３月８日

７ 届出等の縦覧場所
愛知県産業労働部商業流通課（名古屋市中区三の丸三丁目１－２）

８ 届出等の縦覧の期間及び時間
平成２２年３月２６日（金）から平成２２年７月２６日（月）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時３０分まで
９ 意見書の提出期限及び提出先
平成２２年７月２６日（月）
愛知県産業労働部商業流通課

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５４条第１項の規定に基づき、高豊土地改良区（高塚大山地区）の土
地改良事業は、換地処分があった。
平成２２年３月２６日

愛知県知事 神 田 真 秋

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第６８条第４項において準用する同法第１８条第１６項の規定に基づき、清

住 所 東京都北区赤羽二丁目１番１号 変更前に同じ

そ の 他 小 売 業 を 行 う 者 なし 同

届 出 事 項 変 更 前 変 更 後

施設の配
置に関す
る事項

駐 車 場
位 置 縦覧による 縦覧による

収容台数 １３４台 １３７台
施設の運
営方法に
関する事
項

駐車場の自動車の
出入口

数 ４箇所 ５箇所

位 置 縦覧による 縦覧による
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算法人大口町土地改良区の清算人が次のように退任した旨の届出があった。
平成２２年３月２６日

愛知県知事 神 田 真 秋

測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第２項の規定に基づき、名古屋市長か
ら次のように公共測量を終了した旨の通知があった。
平成２２年３月２６日

愛知県知事 神 田 真 秋

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第２０条第１項の規定による
都市計画の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第２０条第２項の
規定により次のとおり一般の縦覧に供する。
平成２２年３月２６日

愛知県知事 神 田 真 秋
１� 都市計画決定権者の名称

名古屋市
� 都市計画の種類及び名称
名古屋都市計画公園５・６・５号東山公園
名古屋都市計画公園５・５・２３号新茶屋川公園

� 縦覧場所
愛知県建設部公園緑地課及び名古屋市役所

２� 都市計画決定権者の名称
名古屋市

� 都市計画の種類及び名称
名古屋都市計画公園３・３・８０号米野公園
名古屋都市計画公園４・４・１０号松葉公園
名古屋都市計画公園４・４・１１号松蔭公園
名古屋都市計画公園４・３・１２号昭和橋公園
名古屋都市計画公園４・４・１３号土古公園
名古屋都市計画公園４・４・１４号呼続公園
名古屋都市計画公園４・４・１５号富田公園
名古屋都市計画公園４・４・１６号船頭場公園

� 縦覧場所
愛知県建設部公園緑地課及び名古屋市役所

３� 都市計画決定権者の名称
名古屋市

� 都市計画の種類及び名称
名古屋都市計画公園２・２・１０号赤坂公園
名古屋都市計画公園２・２・１７号二ツ池公園
名古屋都市計画公園２・２・５８号丁田公園
名古屋都市計画公園２・２・７７号八畝公園
名古屋都市計画公園２・２・１０４号新出来公園
名古屋都市計画公園２・２・１０５号黒門公園
名古屋都市計画公園２・２・１０６号東白壁公園
名古屋都市計画公園２・２・１０９号山吹公園
名古屋都市計画公園２・２・１１０号建中寺公園
名古屋都市計画公園２・２・１１３号代官公園
名古屋都市計画公園２・２・１１５号松山公園
名古屋都市計画公園２・２・１１７号川中公園
名古屋都市計画公園２・２・１２３号柳原公園
名古屋都市計画公園２・２・２０７号児玉プール公園
名古屋都市計画公園２・２・２１６号榎公園

退任清算人
大竹喜久雄 丹羽郡大口町河北二丁目１４７
佐藤 惠計 同 伝右一丁目１５６
大森 藤嗣 同 奈良子一丁目２２２
井上 正晴 同 御供所二丁目１３
三輪 勝彦 同 大屋敷三丁目２３９

舟橋十三男 同 外坪三丁目１５３
佐久間眞義 同 河北二丁目１１７
伊藤 �義 同 余野一丁目１６３
安達 富久 同 上小口一丁目１６３
安藤 �彦 同 大字小口字城屋敷３５
渡邊 尊司 同 下小口二丁目８

測 量 地 域 測 量 期 間 測 量 方 法

名古屋市全域 平成２１年１０月３０日から
平成２２年３月５日まで 公共測量（地盤変動量調査）
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名古屋都市計画公園２・２・２１７号南押切公園
名古屋都市計画公園２・２・２１９号巾下公園
名古屋都市計画公園２・２・２２２号早苗公園
名古屋都市計画公園２・２・３０９号押木田公園
名古屋都市計画公園２・２・３１９号柳公園
名古屋都市計画公園２・２・３２５号長田公園
名古屋都市計画公園２・２・３２８号新栄公園
名古屋都市計画公園２・２・３４４号下茶屋公園
名古屋都市計画公園２・２・３４８号金山公園
名古屋都市計画公園２・２・４０５号高辻公園
名古屋都市計画公園２・２・４２５号城下公園
名古屋都市計画公園２・２・５１１号明野公園
名古屋都市計画公園２・２・５３３号密柑山公園
名古屋都市計画公園２・２・６０６号古渡公園
名古屋都市計画公園２・２・６１８号牛立公園
名古屋都市計画公園２・２・７０１号小碓西部第三公園
名古屋都市計画公園２・２・７１２号桜公園
名古屋都市計画公園２・２・７２４号弥次衛公園
名古屋都市計画公園２・２・８０２号瓢箪山公園
名古屋都市計画公園２・２・８３２号浦市場公園
名古屋都市計画公園２・２・９０３号城跡公園
名古屋都市計画公園３・３・９号押切公園
名古屋都市計画公園３・３・１４号葉場公園
名古屋都市計画公園３・３・２４号港陽公園
名古屋都市計画公園３・３・３８号露橋公園
名古屋都市計画公園４・４・６号千種公園
名古屋都市計画公園４・３・７号木ヶ崎公園
名古屋都市計画公園４・４・８号白川公園
名古屋都市計画公園４・４・９号川名公園
名古屋都市計画公園４・４・１７号滝の水公園
名古屋都市計画公園８・４・１１号葵公園

� 縦覧場所
愛知県建設部公園緑地課及び名古屋市役所

４� 都市計画決定権者の名称
名古屋市

� 都市計画の種類及び名称
名古屋都市計画緑地第１号戸田川緑地

� 縦覧場所
愛知県建設部公園緑地課及び名古屋市役所

５� 都市計画決定権者の名称
名古屋市

� 都市計画の種類及び名称
名古屋都市計画緑地第９号荒池緑地

� 縦覧場所
愛知県建設部公園緑地課及び名古屋市役所

６� 都市計画決定権者の名称
名古屋市

� 都市計画の種類及び名称
名古屋都市計画緑地第３７号港北緑地

� 縦覧場所
愛知県建設部公園緑地課及び名古屋市役所

７� 都市計画決定権者の名称
名古屋市

� 都市計画の種類及び名称
名古屋都市計画風致地区東山風致地区
名古屋都市計画風致地区八事風致地区
名古屋都市計画風致地区荒池風致地区

� 縦覧場所
愛知県建設部公園緑地課及び名古屋市役所

８� 都市計画決定権者の名称
名古屋市
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� 都市計画の種類及び名称
名古屋都市計画特別緑地保全地区呼続特別緑地保全地区

� 縦覧場所
愛知県建設部公園緑地課及び名古屋市役所

９� 都市計画決定権者の名称
名古屋市

� 都市計画の種類及び名称
名古屋都市計画特別緑地保全地区白毫寺特別緑地保全地区

� 縦覧場所
愛知県建設部公園緑地課及び名古屋市役所

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定に基づき、平
成２２年３月２５日次の都市計画事業の事業計画の変更を認可したことについて国土交通省中部地方整備局長の
告示があった。
平成２２年３月２６日

愛知県知事 神 田 真 秋
１ 都市計画事業の種類及び名称
名古屋都市計画緑地事業第１１号大高緑地

２ 施行者の名称
愛知県

３ 事務所の所在地
名古屋市中区三の丸２－６－１（愛知県尾張建設事務所）

４ 事業地
� 収用の部分
昭和２７年建設省告示第８３５号、昭和４４年建設省告示第２７１２号、昭和４６年建設省告示第１９２５号、昭和４８年
建設省告示第２６１号、昭和５８年建設省告示第１２０８号、平成８年建設省告示第４９１号、平成９年建設省告示第
２０５１号及び平成１６年中部地方整備局告示第７１号の事業地のうち名古屋市緑区大高町字長根地内において事
業地を変更する。
� 使用の部分
なし

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定に基づき、平
成２２年３月２５日次の都市計画事業の事業計画の変更を認可したことについて国土交通省中部地方整備局長の
告示があった。
平成２２年３月２６日

愛知県知事 神 田 真 秋
１ 都市計画事業の種類及び名称
春日井都市計画緑地事業第１０号尾張広域緑道

２ 施行者の名称
愛知県

３ 事務所の所在地
名古屋市中区三の丸２－６－１（愛知県尾張建設事務所）

４ 事業地
� 収用の部分
変更なし

� 使用の部分
なし
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